
７
月

日(

木)

か
ら
の

25

記
録
的
な
大
雨
に
よ
り
、

排
水
が
追
い
つ
か
ず
、
各

地
で
内
水
氾
濫
が
起
こ
り

ま
し
た
。

藤
島
地
域
で
は
、
京
田

川
が
千
原
、
関
根
、
楪
、

三
和
で
大
き
く
越
水
し
、

住
宅
の
床
下
浸
水
が
多
数

発
生
、
一
部
で
床
上
浸
水

も
起
こ
り
、
転
作
大
豆
な

ど
農
作
物
に
も
甚
大
な
被

害
が
出
ま
し
た
。

藤
島
川
で
も
、
長
沼
上

新
田
と
温
泉
町
内
会
の
近

く
が
、

日

時

分
頃

25

18

30

に
越
水
し
、
住
宅
地
に
流

れ
て
い
き
ま
し
た
。

内
水
氾
濫
は
雨
に
よ
る

透
明
な
水
で
す
が
、
河
川

の
越
水
は
泥
水
で
、
引
い。

た
後
の
清
掃
が
大
変
で
す

記
録
的
な
大
雨
に
な
る

と
、
な
ぜ
京
田
川
や
藤
島

川
が
氾
濫
状
態
に
な
る
の

か
。藤

島
川
と
京
田
川
は
三

川
町
落
合
で
合
流
し
、
さ

ら
に
最
上
川
と
、
河
口
付

近
の
酒
田
市
宮
野
浦
で
合

流
し
、
海
に
流
れ
ま
す
。

最
上
川
の
流
量
が
増
大

し
た
場
合
に
、
京
田
川
の

放
流
が
停
滞
す
る
と
い
う

意
見
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
藤
島
川
は
比
較

的
早
く
引
い
た
の
に
、
京

田
川
は
な
ぜ
引
き
が
遅
か

っ
た
の
か
、

令
和
２
年
７
月
の
大
雨

と
較
べ
、
時
間
最
大
雨
量

が

㍉
と
今
回
の

㍉
、

44

55

最
大
累
加
雨
量
は
１
２
６、

㍉
と
今
回
の
２
１
６
㍉
と

大
き
な
違
い
が
生
じ
、
特

に
上
流
の
添
川
か
ら
京
田

川
に
流
れ
る
流
量
が
大
き

か
っ
た
と
い
う
意
見
も
あ

り
ま
す
。

上
流
の
田
ん
ぼ
の
貯
水

機
能
な
ど
、
河
川
全
体
の

流
域
治
水
を
再
考
す
べ
き

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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（月２００円程度）
8月 20人 7,370円
7月 32人 41,610円

日
の
記
録
的
な
大
雨

25な
ぜ
京
田
川
や
藤
島
川
が
氾
濫
状
態
に京田橋の下流は堤防が高く河川改修済で、上流の三和は護岸工事中

京田川と最上川の合流地点（河口付近の酒田市宮野浦）



（

）

１
面
か
ら
続
く

京
田
川
（
三
和
）
は
、㍍

氾
濫
危
険
水
位
３
・
３

を
１
・

超
え
る
最
高

㍍
38

水
位
４
・

（

日

㍍
68

25

18

時

分
）
を
記
録
、

30藤
島
川
（
藤
島
）
は
、㍍

氾
濫
危
険
水
位
４
・
２

を
２
・

超
え
る
最
高

㍍
68

水
位
６
・

（

日

㍍
88

25

18

時

分
）
で
し
た
。

40上
図
の
京
田
川
の
水
位

情
報
を
見
る
と
、
避
難
判

断
水
位
３
・
０

を
超
え

㍍

た
の
が

時
、
そ
の
１
時

10

間
後
に
氾
濫
危
険
水
位

３
・
３

を
超
え
、
短

㍍

時
間
に
避
難
指
示
の
判

断
が
迫
ら
れ
ま
し
た
。

▲
あ
～
だ
こ
～
だ
で

分
30

以
上
も
や
り
あ
っ
た
が
、

こ
れ
は
現
場
に
行
っ
た
事

故
処
理
者
の
判
断
だ
。
こ

れ
は
動
く
事
は
な
い
ト
。

誰
か
弁
護
士
で
も
・
と
言

う
か
ら
、
こ
ん
だ
こ
と
で

弁
護
士
か
げ
ね
て
も
い
が

ろ
。
な
に
か
あ
れ
ば
弁
護

士
に
で
も
・
だ
っ
て
サ
。

誰
に
何
を
言
わ
れ
て
も
、

俺
の
見
立
て
は
「
追
突
」

だ
。

▲
警
察
と
い
う
組
織
は
、

悪
か
っ
た
と
か
謝
る
な
ん

て
こ
と
を
知
ら
な
い
組
織

だ
と
知
っ
て
い
る
か
ら
、、

こ
れ
で
終
わ
り
に
す
る
が

思
え
ば
、
事
故
証
明
書
の

丸
印
が
「
追
突
」
に
つ
い

て
い
た
ら
、
ま
る
っ
き
り

裁
判
が
変
わ
っ
て
い
た
だ。

ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
ん
だ

▲
裁
判
官
が
言
う
に
、
交

差
点
で
の
接
触
は
日
常
多

く
あ
る
こ
と
で
、
も
う
世

間
で
は
７
対
３
で
決
ま
っ

て
い
る
と
言
う
ん
だ
。
証

拠
写
真
が
ニ
セ
だ
か
ら
見

積
額
も
違
う
・
に
は
、
耳

も
貸
さ
な
か
っ
た
っ
け
。

（
石
川
）

、

朝
廷
は
こ
の
２
ヶ
月
後

王
政
復
古
の
大
号
令
を
発

し
、
摂
関
・
武
家
政
治
を

止
め
、
古
代
の
天
皇
親
政。

に
復
古
す
る
と
宣
言
し
た

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
天

皇
は
名
実
と
も
に
日
本
の

統
治
者
と
な
っ
た
。

事
故
証
明
書

３

事
故
は
、
Ｔ
字
路
の
角

か
ら
５

じ
ゃ
き
か
な
か

ｍ

っ
た
の
は
肯
定
し
た
。
じ

ｍ

ｍ

ゃ
ナ
ン

だ
？
に
は
、

。

が
書
い
て
い
な
い
と
言
う

そ
れ
で
は
場
所
の
特
定
が

出
来
な
い
だ
ろ
う
。
写
真

も
何
枚
も
撮
っ
て
い
る
こ

と
に
は
、
は
っ
き
り
し
た

返
事
が
な
い
が
、
事
故
の。

字
地
番
を
強
調
す
る
ん
だ

調
べ
な
く
て
も
、
吹
っ
飛

ば
さ
れ
た
場
所
だ
も
の
、

判
る
は
ず
だ
。

▲
車
が
Ｔ
字
路
で
曲
が
っ

て
き
て
、
後
か
ら
来
て
バ、

イ
ク
に
ぶ
っ
つ
か
る
ま
で

並
行
し
て
走
っ
て
い
た
。

同
一
方
向
に
向
か
っ
て
進、

行
中
の
車
両
間
に
お
い
て

後
車
が
前
車
に
衝
突
し
た

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ

「

」
。

ま
り
こ
れ
は
追
突
だ

こ
れ
に
も
、
Ｔ
字
路
か
ら

曲
が
っ
て
き
た
の
だ
か
ら

「
追
突
」
で
は
な
い
「
出
、

会
い
頭
の
衝
突
」
と
言
う

ん
だ
。
そ
れ
な
ら
、
何
メ

ー
ト
ル
走
っ
て
も
が
？
。

こ
の
当
時
の
天
皇
観
を

見
る
た
め
、
幕
末
の
政
局

を
簡
単
に
書
く
。

、

尊
王
運
動
が
高
ま
る
中

１
８
６
７
年
に
将
軍
・
徳

川
慶
喜
が
天
皇
に
太
政
奉

還
し
、
藩
も
版
籍
奉
還
し

た
。 東

田
川
史
跡
物
語

明
治
前
・
中
期
の
天
皇
観

青
山

崇

こ
の
歴
史
的
事
実
に
よ

っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
者
は

天
皇
を
認
め
、
称
賛
す
る

者
も
い
た
。

地
元
民
権
家
・
森
藤
右

衛
門
は
、
自
分
が
主
宰
す

る
『
両
羽
新
報
』(

明
治
14

年
７
月)

の
論
調
に
「
聖
、

旨
ニ
乖(

そ
む)

ク
勿(

な
か)

レ
、
他
県
ノ
コ
ト
ハ
イ
ザ

知
ラ
ズ
我
山
形
県
内
ニ
於

テ
ハ
、
今
回
我
明
治
天
皇

ノ
北
巡
遊
ナ
サ
ㇽ
々
ニ
際

シ
或
イ
ハ
其
ノ
御
旨
意
ヲ

謬
ル
モ
ノ
往
々
ア
ル
ガ
如

」

。

シ(

略)

と
述
べ
て
い
る

「
聖
旨
「
御
旨
意
」
な

」

、

ど
と
最
高
の
敬
語
を
使
い

冒
頭
か
ら
天
皇
ノ
意
に
乖
「

ク
勿
レ
」
と
天
皇
へ
の
臣

従
を
説
く
。
彼
自
ら
酒
田

巡
幸
の
総
本
締
の
一
人
に

な
っ
て
い
る
。

、

啓
蒙
家
・
福
沢
諭
吉
は

日
本
国
は
至
強(

将
軍)

と

至
尊(

天
皇)

が
お
っ
て
安

定
す
る
と
述
べ
、
植
木
は

民
衆
の
自
由
権
、
そ
れ
を

守
る
革
命
権
な
ど
の
２
本

柱
で
国
憲
案
は
で
き
て
い

る
と
い
う
。

「
皇
帝
」
の
強
大
な
行

「

」
、

政
・
軍
事
の
大
権
が

両
者
と
も
に
確
に
規
定
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
上
民
」
の

、

徹
底
し
た
「
自
由
権
利
」

規
定
と
「
立
法
権
」
の
優

、
、

。「

」

先
権
そ
の
工
程

皇
帝

の
強
大
な
「
兵
権
」
と
行

政
権
の
規
定
が
、
枝
盛
の

「
国
憲
案
」
を
構
成
す
る

二
大
双
柱
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

「
大
元
帥
・
明
治
天
皇
」

長沼上新田と温泉町内会付近で、藤島川が25日18時20分頃越水


